
1.従業員持株会
［ 1］概要
　従業員持株制度とは、簡単にいえば、制度を実

施する会社の従業員の資産形成、会社への経営参

加意識の向上等を目的として、従業員が一定の組

織（従業員持株会）を通して、所属する会社の株

式を取得・保有する制度のことです。実務では、

民法上の組合として組織する証券会社方式が一般

とされています（会社法実務研究会編『会社法実

務マニュアル 第 2 版 第 5 巻 コンプライアンス・

リスク対策』［ぎょうせい］220ページ）。

［ 2］従業員持株制度における株式の管理
　従業員持株制度に関する法律はなく、管理は基

本的には従業員持株会の制定する規約類により、

この規約類は原則として自由に規定し得ます。

　よく見られる例を述べれば、まず、従業員持株

会が取得した株式は、持株会の会員を共同委託者、

理事長を受任者とする管理信託制度に基づき保管

され、株式の名義人は理事長となることが一般で

すが、多くの場合、会員の申し出があったときに

は、事務を委託している信託会社を通して会員名

義への書き換えまたは実質株主登録を可能とする

運用がされています。ただし、非上場株式の場合

は、このような持分の引き出し、会員名義の書き

換えを制限することも、「過度な制限にならないよ

うに配慮することが必要」との制限付きで、許容

されています（日本証券業協会「持株制度に関す

るガイドライン」平 5. 1.11作成、令 4. 6.15改正）。

　また、従業員が退会した場合（退職や従業員の

死亡の場合等を含む）、従業員持株会が当該従業員

の持株を買い取るとする合意が、入会時になされ

ているケースが多く見られます。

2.株主代表訴訟
　株主代表訴訟とは、役員が会社に対する任務を

怠った場合で、その責任を追及すべき会社が訴え

を提起しないときに、株主が役員に対して提訴す

そ の 他 関 係

従業員持株会などで自社株を保有している従業員からの 
株主代表訴訟にどう備えればよいか
　当社には従業員持株会があり、従業員の資産形成やモチベーションアップなどに一役買っています。先
日、報道等で、過労自殺した従業員の遺族が株主代表訴訟を提起した労働裁判があることを聞きました。
ついては、保有株式数が少ない従業員であっても、このような株主代表訴訟を提起することができるのか、
また、第三者訴訟とは何が異なるのかなど、万一に備え、留意点があればご教示願います。
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保有株式数が少ない従業員でも株主代表訴訟の提起は可能。第三者訴訟よりも要件、効果（賠償損害額）
共に役員にリスクがあるため、訴訟提起されないような経営環境の整備が望ましい
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る責任追及訴訟のことです。提訴する際、株式数

の制限がなく、 1株でも可能です（ただし、単元

未満株の場合には例外があります〔会社法847条 1

項本文、189条 2 項〕）。したがって、株式数の少な

さは株主代表訴訟の提起を制限する理由にはなら

ず、株式保有数が少ない社員であっても訴訟提起

をすることができます。

3.株主代表訴訟が従業員よりなされる場合
　ご質問についてですが、まず、従業員が従業員

持株会に加入している場合、前述1.［ 2］のとおり、
従業員持株制度における株式の管理は、原則とし

て従業員持株会の制定する規約によります。実務

上の多くの場合、議決権行使についての規則は、

理事長が代表して行使する、あるいは原則として

理事長が行使するが各従業員が自己の持分につき

特別に行使する旨の意思表示をすることができる

といった内容であることが一般です。

　しかし、実務において、従業員持株会の規約で、

株主代表訴訟について定めを置く例はあまり見ら

れないところ、規約がない場合、各従業員がその

実質的な株主権を行使して株主代表訴訟を提起す

ることに特に問題はないと思われます。規約に株

主代表訴訟の提訴は理事長が行う等の規定がある

場合、問題となりますが、従業員持株会が規約を

原則自由に規定できること、株主代表訴訟が共益

権であり議決権と同種類の権利であること等に鑑

みれば、私見としては、原則として規約による制

限が有効となると思われます。

　もっとも、従業員が従業員持株会に加入してい

ない株主である場合、あるいは従業員持株会とは

別個に保有している株主である場合は、上述2.の
とおり、株式数にかかわらず、株主代表訴訟が提

起できることとなります。

4.株主代表訴訟と第三者訴訟との違い
　役員は、職務に任務懈

け

怠
たい

等があり会社に損害を

与えた場合に、会社に対して損害賠償責任を負い

ます。株主は、会社が役員を提訴しない場合に、

代わりに提訴することとなり、これが株主代表訴

訟となります。一方、役員に会社経営に対する任

務懈怠があり、故意・重過失等によって第三者に

損害を与えた場合（会社法429条）や、第三者の損

害について故意・過失がある場合（民法709条）に、

第三者が役員に対して損害賠償を請求する訴訟が

第三者訴訟です。

　共に、会社ではなく役員個人を相手になされる

請求訴訟であることは共通していますが、それぞ

れ損害賠償請求の認められる要件が異なり、一般

には、悪意・重過失を要しない点等で株主代表訴

訟のほうが要件を充
み

たしやすいと思われ、賠償す

べき損害についても、第三者訴訟は個人の損害で

すが、株主代表訴訟は会社の損害ですので、金額

が大きくなることが予想されます。

5.実務上の対応
　従業員持株制度等により、株主の範囲を従業員

の多数にまで広げるのは、従業員の会社業務に対

する当事者意識を高めるというメリットはありま

すが、半面、会社の業務をよく知る者からの役員

個人に対する責任追及である株主代表訴訟の可能

性を広げることにもなり、またそれは、株式数、

株式保有比率によっては制約を受けません。

　そこで、当然ながら肝要なのは、役員としては

任務懈怠とならないよう職務遂行に最善を尽くす

ことになるのですが、その前段階として、そもそ

も株主代表訴訟を提起されないように経営環境を

整備することが望ましいところです。殊に従業員

（兼株主）との関係においては、経営情報の可能な

限りの共有と経営判断、報酬配分、経費使用を含

めた収支状況の透明性確保・向上（もしくはその

努力）といったことが有意と思われます。
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